
令和 2 年 5 月の市民の声（全 5 通のうち 5 通）  

 
◇児童扶養手当、特別児童扶養手当等の上乗せについて  

 

【ご意見・ご提案など】  

ひとり親や障がいを持つ子どもがいる世帯以外でも、夫婦

（世帯）の収入が減っている世帯があるのだから、子どもが

いる全世帯に上乗せ支給するべきではないでしょうか。私た

ちの納めている税金からの支給ですよね。  

（令和 2 年 5 月 1 日）  

 

【お返事】  

ご意見をいただき、ありがとうございます。ご意見のとお

り、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て世帯だ

けでなく、市民全員が何らかの影響を受けていることは市と

しても十分承知しており、憂慮しているところです。  

国では、子育て世帯への支援策として、児童手当受給者に

対し、特別給付を行う準備を進めています。平成 16 年 4 月 2

日から令和 2 年 3 月 31 日生まれの子どもがいる世帯に対し、

1 人当たり 1 万円を、申請不要で受給者の児童手当の受取り

指定口座へ 6 月 15 日に振り込む予定です。詳しくは、対象と

なる受給者にお送りする予定の通知をご覧ください。  

市としても、すべての子育て世帯を応援する経済的支援を

行いたいところですが、限られた財源の中で、最も必要であ

る支援策を検討した結果、より経済的な影響を受けると思わ

れる児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者に対象を絞ら

せていただきました。ご理解いただきますようお願いします。 

（担当：子育て支援課）  

問合せ：秘書広報課  ☎ 773-6658 

  



◇道の駅ゆきあかりへの電気自動車充電設備設置について  

 

【ご意見・ご提案など】  

道の駅ですが、今はどこの施設も大体電気自動車用の充電

設備を見かけます。ゆきあかりには設置がないので、今は観

光客が見込めない時期ではありますが、将来的には設置され

ていると観光客の呼び込みも増加できるのではないかと考え

ます。例えば、東京方面から来たスキー客でしたら、湯沢に

は設備があるのですが、塩沢地区には無く、上越国際にスキ

ーに来た方なんかは、塩沢には設備が無いため、湯沢に流れ

ることになると想像します。また、充電には 30 分ほど時間も

かかるため、立ち寄った方が土産物などを購入する可能性が

高いというメリットもあります。将来を見越しても設置する

意味があるのかと思います。  

（令和 2 年 5 月 2 日）  

 

【お返事】  

ご意見をいただきました電気自動車用の充電設備設置につ

きましては、市でもたびたび検討を行って きました。  

その結果、当地域は豪雪地帯であるため、雪に耐える上屋

（屋根）の設置が必要であること、道の駅自体の受電量が足

りないため、新たに電源設備を増設する必要があること、ま

た、本体のほかに約 300 万円の初期投資が必要であることが

わかりました。このほか、維持管理費として、基本料金で年

間約 47 万円、メンテナンス費用で年間約 40 万円かかること

が予想されています。その反面で、平成 27 年の調査結果に

よると、「道の駅みつまた」、関越自動車道の「石打サービス

エリア」の充電設備の利用状況は、毎月 2 台程度に留まって

います。車 1 台当たりの充電料金収入が約 500 円と非常に少

なく、採算が合わないことから今日まで導入には至って いま

せん。  

平成 30 年度時点の全国の自動車保有台数 8,156 万台に対し、

乗用電気自動車の保有台数は 23.5 万台とまだまだ少ない状

況です。しかし、今後も電気自動車の普及は進むものと予想

されます。そのため、道の駅の電気自動車での利用状況や費



用対効果などを検証しながら、今後も設置については、継続

的に検討していきたいと考えています。ご理解いただきます

ようお願いします。  

（担当：商工観光課）  

問合せ：秘書広報課  ☎ 773-6658 

  



◇マイナンバーカードについて  

 

【ご意見・ご提案など】  

新聞記事によれば、首相官邸でデジタル・ガバメント閣僚

会議を開き、マイナンバーカードの普及に向けた総合的な対

策を決めた。 2021 年 3 月から健康保険証として使えるように

し、 22 年度中に全国のほぼすべての医療機関が対応するよう

システムの整備を支援する。 21 年分の確定申告からはカード

を使って簡単に医療費控除の手続きもできるようにする。  

 質問です。  

（１）南魚沼市内の医療機関で使えるところはどこでしょう

か。  

（２）南魚沼市内でのマイナンバーカードの普及率はどのく

らいですか。  

（３）市職員の普及率はどのくらいですか。市職員に普及し

ていないとすれば原因は何ですか。  

（令和 2 年 5 月 5 日）  

 

【お返事】  

（１）南魚沼市内の医療機関で使えるところはどこでしょう

か  

国からの情報では、『令和 2 年度から医療機関や薬局で順次

利用に必要な機器を導入していき、令和 3 年 3 月の利用開始

時に、全国の医療機関や薬局の 6 割程度、令和 5 年 3 月末に

は、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指している。

利用できる医療機関・薬局には、マイナンバーカードが健康

保険証として利用できることがわかるポスター等を院内に提

示していただく予定』とのことです。市では、現時点でマイ

ナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬

局の把握はしていません。令和 3 年 3 月以降の受診時に、直

接医療機関へご確認いただくようお願いします。  

 

（２）南魚沼市内でのマイナンバーカードの普及率はどのく

らいですか  

令和 2 年 3 月 31 日現在で、交付率は 15.2%です。  



 

（３）市職員の普及率はどのくらいですか  

令和 2 年 3 月 31 日現在で、交付率は 28.3％です。  

 

〇市職員に普及していないとすれば原因は何ですか  

必ずしも高い普及率とは言えないかもしれませんが、市職

員の交付率は市全体交付率を上回って います。  

 

マイナンバーカードについては、令和 3 年 3 月から健康保

険証としての利用ができるようになるほか、今後も さまざま

な利用付加価値がつくと思われます。市としては、市職員に

限らず、多くの市民の皆さまからマイナンバーカードを取得

していただけるよう、月１回、水曜日時間外窓口・日曜窓口

を開設しています。今後も普及率向上のため、継続して取り

組んでいきます。  

（担当：市民課）  

問合せ：秘書広報課  ☎ 773-6658 

 

  



◇市民バスについて  

 

【ご意見・ご提案など】  

六日町駅前から市役所まではほんの一足ですが、年を取る

とそれが大変です。私は市民バスをよく利用しますが、図書

館の利用や良食プラザで買い物をするために、駅前で 1 回停

車していただきたいです。よろしくお願いします。  

（令和 2 年 5 月 8 日）  

 

【お返事】  

市では移動手段を持たない方の日常生活における足を確保

し、交通空白地域を解消することを目的として、路線バスと

同じように運輸局の許可を受け、定期路線として市民バスを

運行しています。  

ご要望の六日町駅前ロータリー（バスなどの回転場）への

市民バスの乗り入れについては、以前からご意見をいただい

ており、市も検討を行っています。  

しかし、ロータリー内には、路線バスのバス停、タクシー

の待合場などがあり、現状では市民バスのバス停を設置する

スペースが確保できていません。以前 からバス停（市民バス）

の設置に向け、路線バス事業者、タクシー事業者と協議を進

めていますが、現在のロータリーの形状では、市民バスの安

全な乗降を確保することが困難であることから、設置に至っ

ていません。  

この件については、引き続き関係機関と協議を行っていき

ますので、ご理解をお願いします。  

（担当：都市計画課）  

問合せ：秘書広報課  ☎ 773-6658 

 

  



◇児童生徒にタブレット端末 1 人 1 台  

 

【ご意見・ご提案など】  

新聞記事によれば、長岡市は 20 年度内に児童生徒にタブレ

ット端末 1 人 1 台を配備、国が緊急経済対策として 3 人に 2

台分の購入費を全額補助するとあります。南魚沼市は、県内

でも早くタブレット端末を配備しました。現状でのタブレッ

ト端末の配備予定と今後の学校休校時の利用方法をお知らせ

願います。  

（令和 2 年 5 月 25 日）  

 

【お返事】  

南魚沼市内の学校では、児童生徒用のタブレット端末を各

学校に 1 クラス分を整備し、授業などで活用しています。（全

整備数 618 台）  

令和 2 年度の計画として、学校内のネットワーク改修工事

予算を 6 月補正予算に計上し、学校内ネットワークの高速化

と無線 LAN 設備の設置を行います。  

また国の方針として、児童生徒に 1 人 1 台のタブレット端

末整備が推進されています。南魚沼市でも、国庫補助事業を

活用したタブレット端末の更なる整備について、検討を行う

こととしています。  

学校休校時のタブレット利用については、前提としてすべ

ての児童、生徒の家庭で、平等に利用できる環境が整ってい

ることが必要です。今後、各家庭のインターネット環境につ

いて調査を行い、現状の把握を行います。また、どのような

方法で活用できるか、教職員と共に検討を行うこととしてい

ます。  

（担当：学校教育課）  

問合せ：秘書広報課  ☎ 773-6658 


